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■論文■

永続する戦争・地政学的犯罪・市民社会の法廷

─国際法学者リチャード・フォークの晩年の仕事─

浦 田 賢 治

《要旨》 21世紀は、国家が支援する暴力と非国家的暴力の非対称性を認識する時代ではある。しかし戦争
の永続性に関する予言は、「ウクライナ戦争」を含めて戦争が今日の世界を苦しめる超流動的悪の累
積量の中心的要素であることを認識させるのではないか。法の本質は犯罪者を対等に扱うことだが、
世界秩序はそうなっていない。大きな戦争では敗者の指導者に説明責任を課す「勝者の正義」があ
るが、地政学的勝者の犯罪はまったく訴追されない。現在、「ウクライナ戦争」への対応には規範の
空白がある。法規範の論理と地政学の論理は分裂している。このため、国境を越えた市民社会は、
手遅れになる前に平和のシナリオを実現するため、世界舞台の正式な政治主体をつくる機会を掴ん
でいる。

Ⅰ 永続する戦争

Ｉ-1 序言 国際法学者リチャード・フォ

ーク

リチャード・フォークは、国際法と国際関
係論を専攻する著名な碩学であって、米国の
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目 次 プリンストン大学で40年間教鞭をとった巨
匠である。フォークは1968年、公正で平和
な社会を探究する世界的ネットワークである
World Order Models Project (WOMP)の創設に
携わった。WOMPは1990年、ユネスコ平和
教育賞を受賞した。国連では、2001年から、
パレスチナ自治区の国連人権高等弁務官
( OHCHR) 調査委員会の委員を務めた。
OHCHRでは、「1967年から占領されている
パレスチナ領土における人権の状況」に関す
る国連特別報告者を、2008年から2014年ま
で務めた (1 )。フォークのおもに英語版の単
著・編著は日本では、翻訳書がまだ少ない(2)。
1930年11月生まれの彼は80歳の誕生日を記
念して「ブログ」を始め、現在なお、グロー
バルなレベルでその諸問題について健筆を振
っている(3)。
わたしがフォーク教授と初めて面談したの

は、いまから35年前、国際法哲学社会哲学
学会（IVR）においてだった。わたしは日本
学術会議会員の資格でIVRの組織委員会メン
バーとして神戸大会に参加していた。その後、
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国際反核法律家協会（IALANA）の活動など
を含めて交流もあった(4)。
今回は次の 3 つ、すなわち「永続する戦

争」、「地政学的犯罪」、そして「市民社会の
法廷」というテーマを設定し、これに絞って
フォーク教授の晩年の仕事をしらべ、学ぶこ
とにした。ただし、わたしは国際法学も国際
関係論も専攻せず浅学であるため、フォーク
教授の晩年の業績の総体を正しくかつ深く理
解してはいない。したがって、 3 つのテー
マについても的確に論評しているかどうか内
心忸怩たるものがある。そこで、紙数の限ら
れた本稿の記述の手法として、多くの場合、
フォーク教授の論文から、然るべきパラグラ
フを抜粋し、それぞれにわたしのコメントを
くわえるという形をとることにした。

Ｉ-2 ウクライナの地政学的戦争

ここでは、「西側の軽率な国家運営」、「第
2 レベルのウクライナ戦争」、及びこの「地
政学的戦争を無条件に否定する」こと、この
3 つを取り上げる。

リチャード・フ
ォークは、いち早く2022年 3 月31日、「ウク
ライナに戦争ではなく、平和を」と題する論
評を書き「ブログ」で発信した。ロシアは同
年 2 月24日、大規模なウクライナ侵攻を開
始したが、それは国際法の最も基本的な規範
に明白に違反した侵略行為である。なぜなら
主権国家の領土を侵す国際的な力の行使は、
敵の先制武力攻撃に対する自衛権の行使を除
いては禁止されているからだ。しかしながら、
冷戦が終結しソ連の脅威が消滅した後、冷戦
時代のNATO同盟を執拗に拡大するなど、西
側の一連の無責任な挑発行為は、モスクワに
安全保障上の懸念を抱かせるものであった。
このような地政学的な行動は、ロシアが歴史
的に敵対勢力に囲まれ攻撃されることを懸念
していたことを考えると、西側の軽率な国家

運営であったと言える(5)。
思い起こすと、すでにプーチンは、2007

年の「ミュンヘン演説」で、アメリカを中心
とした世界の一極支配体制にはっきりと反対
を表明し、「アラブの春」とEUの激震を予見
していたのである。2007年から2022年まで
の間は、西側諸国にとってチャンスを逃した
時代だったと言えよう(6)。

フォークは、
同年 4 月下旬になると、次のように書いた。
すなわち、世界のメディアが「ウクライナ戦
争」と欺瞞的に呼ぶものの中には、 1 つで
はなく、 2 つ、実際には 3 つの明確なレベ
ルの対立が内包されていることが、次第に明
らかになってきている。第 1 のレベルは、
ロシアが 2 月24日にウクライナに対して攻
撃的な戦争を開始したときに始まったもので
ある。第 2 のレベルは、数週間を経て米国
を中心とするNATO諸国が、ウクライナの採
用した予想外の軍事的勝利の目標にエスカレ
ートした支援を提供することをますます重視
するようになり、すぐに明らかになった。こ
の支援は、重火器の安定供給、強力な財政支
援、懲罰的制裁、ロシアとその指導者の「公
式」な悪魔化という太鼓判など、さまざまな
形で行われた(7)。
フォークは、さらに続けた。戦争の第 3 の

レベルは、西ウクライナの反ロシア主義者が、
ドンバス地方と呼ばれる東ウクライナのロシ
ア語を話す人びとを深く罵倒していたような、
そのような内的環境において続いている。し
たがって東部のウクライナ人を保護し、高度
な自治を受け入れるために2014年から15年
にかけて交渉されたミンスク合意の不履行は、
キエフ政府による圧政を招き、分離主義者の
願望にさらなる力を与えることになった(8)。
このように「ウクライナ戦争」を 3 層構

造として把握するフォークの視点は、新しい
地政学の成果であり、構造的分析のための基
本条件である。
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ウクライナ戦争の曖昧さと複雑さを理
解することは、対応や提案が人類一般の向上
に役立つものかどうかを分析するために極め
て重要である。このウクライナ戦争における
現在の力の交錯を検証すると、「あらゆる手
段で殺戮を止める」こと、同時に米国と
NATOを主体とする第 2 レベルの「地政学的
戦争を無条件に否定する」こと、「この 2 つ
の至上命題が浮かび上がってくる」(9)。
フォークはこの論評を上記の「結語」で締

めくくった。この至上命題の提示は、新しい
地政学的論理からして正しくかつ感動的でも
あると、わたしは受け止めた(10)。

さら
に 9 月発表のインタビュー記事（the online

Global Governance Forum）に至ると、フォー
クは問いに答えて次のように書いた。曰く。
「紛争終結のための最も可能性の高いシナリ
オは、東ウクライナのドンバス地域に関して
ウクライナが何らかの譲歩をし、国全体の中
立とNATOへの非加盟を約束することだと思
う。ロシアはその譲歩と引き換えに、ウクラ
イナの主権と政治的独立を従来通り尊重する
ことを約束することが期待される。今回の紛
争終結の過程でクリミアの問題が取り上げら
れることはないだろう」。しかしながらフォ
ークは慎重な表現でもって、「米国は、冷戦
後の世界における一極集中の唯一の支配者と
しての地位を維持するために必要であれば、
極端な手段をとる用意があることが、紛争が
⾧引くにつれて明らかになってきた」と言っ
たのである(11)。
では「極端な手段をとる」とは何か。含意

の深い曖昧さに満ちているが、通常の理解に
よればそれは、核兵器の使用、つまり戦術核
兵器に留まらず、戦略核兵器の先制使用にも
至る核戦争を実行することを含むかもしれな
い。ちなみに、「ロシアを非難する核の偽旗
に注意してください。誰かが核兵器を発射し
たら、それはロシア人ではなくアメリカだろ

う」という読みもある(12)。

Ⅰ-3 永続する戦争

フォークの地政学的戦争論をうけて、わた
しは「戦争と平和」の 2 項対立における戦
争論について考えざるをえない。ここで「永
続する戦争」という概念をとりあげることに
やや違和感が残るとしても、あえてここで記
述しておきたい。

終結に至る明確な条件の
ない持続的な戦争状態を、永続する戦争Per-

petual warと定義すると、例えばこの概念は、
パクス・アメリカーナの時代に、特に20世
紀後半からジャーナリズムで、米軍による外
国への介入や軍産複合体を批判するために使
われた。だが、その後対テロ戦争や対麻薬戦
争のような敵が曖昧な戦争を批判する言語と
もなった。
しかしながら、スリニヴァス・アラヴァム

ダン(13)の論説によると、「ヘラクレイトスの
断片53」は、戦争は人間の普遍的な条件で
あり、階層性、地位、男らしさを生み出すと
述べている(14)。だが歴史上の戦争は、イギリ
ス近世の政治哲学者トマス・ホッブズが「単
なる自然の状態」あるいは「絶え間ない恐怖
と暴力的死の危険」として描いた一般化した
混沌の神話とは異なる意味を生み出している。
抽象的なものとしての戦争は、個人と集団、
国家と主権者の生と死という重層的な歴史な
しには意味をなさない(15)。
アラヴァムダンによると、永続的な戦争は、

パクス・ロマーナ、パクス・ブリタニカ、パ
クス・アメリカーナといった帝国の平和を装
ったものであった。正常なものは病的なもの
であったし、現在もそうである(16)。
イマヌエル・カントの有名な論文『永遠平

和のために』は、戦争の先在性the preexist-

ence of Warが、自然が人類を地球上に分散
させたときに必要不可欠なもの instrumental
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であったと想像している(17)。自然界に存在す
る戦争というホッブズの考えを受け入れたカ
ントは、言語と宗教の相違が人類をいかにし
て人を寄せ付けない地域に追いやり、法的関
係の確立を強いるかという初歩的な歴史化を
提案する。極端な条件下では生存のための戦
術が必要とされた。クラウゼヴィッツは、ホ
ッブズの国家を中心とする主権分析を所与の
現実として、戦争遂行をレゾンデートルとし
て（『戦争論』第 1 巻に注目すれば）、ある
いは非常に複雑な存在的現実として（後の書
物に注目すれば）再立体化させたのである。
クラウゼヴィッツの足跡をたどりながら、ミ
シェル・フーコーは、近代初期において、戦
争は法や権利から切り離され、すべては国家
が競合する国家との均衡を保つことができる
ようにするためだと示唆している。この非道
徳的な転換によって、「戦争を始めるための
純粋に外交的な理由を持つことが完全に許さ
れる」のである(18)。
アラヴァムダンによると、世界各地で熱い

戦争が続いている一方で、21世紀は、国家
が支援する暴力と非国家的暴力の非対称性を
認識する時代である。第二次世界大戦後、冷
戦は、朝鮮やベトナムでの熱い代理戦争、ア
メリカ大陸での低強度の紛争、アルジェリア
などでの激しい脱植民地化戦争、アフリカ、
中東、バルカン半島で大きな市民的被害をも
たらした地域紛争などと並行して戦われた。
一方、世界の交通・通信網を標的とした大規
模なテロが発生し、その影響は世界のメディ
アによる飽和状態の報道によって倍加され
た(19)。
さらにアラヴァムダンによると、9・11と

いう暴力的事件は、それが何億人もの観衆に
リアルタイムで世界中に伝達されたことと不
可分の関係にある。21世紀もまた、新旧経
済大国間の資源争奪戦の激化や、先端技術シ
ステムのための戦略的鉱物を多く産出するア
フリカに対する新植民地の争奪戦など、19
世紀への逆戻りかもしれないという指摘があ

る（Homer-Dixon）。戦争の永続性に関する
予言は、戦争が今日の世界を苦しめる「超流
動的悪の累積量」の中心的要素であることを
認識させる。Ad i Oph irが主張するように、
悪の問題はつねに「枠にはめられ」ており、
戦争の殺人的暴力とそれを枠にはめる表象の
体制とを分離する簡単な方法はない(20)。
アラヴァムダンの結語は、以下のとおりで

ある。戦争は永続するものであり、戦争が人
間関係を構造化し、性別化するとしても、わ
たしたちは、ヘラクレイトスから始まったと
ころに戻るのかもしれない。またその道徳的
価値は、その価値が特定の戦争に依存するた
め、決定できない。フロイトが考えたように、
文明は人間を自然な平和主義者にすることが
できるのだろうか。それとも、わたしたちは
無抵抗の野蛮人のままなのだろうか？わたし
たちの種の絶滅は、他の種が生き延び、目撃
する悲劇なのだろうか(21)。
読んでみると、アラヴァムダンの論説は、

「ヘラクレイトスの断片53」が記述したよ
うに「戦争は永続するもの」であり、かつ文
明は人間を自然な平和主義者にするものでは
ないだろうと言う。しかしフォークの地政学
的戦争論をうけて、戦争論を「永続する戦
争」概念に絞って記述した結果、フォークと
アラヴァムダンの戦争論がそれぞれ次元を異
にする議論であることがわかる。前者はウク
ライナの地政学的戦争論という特定の概念を
論じたのに対して、後者はトゥキュディデス
戦争以来の戦争概念一般を論じたのである。
しかも後者は戦争概念をある意味で極限まで
拡大している。すなわち生態系の破局は、人
類が地球上で代理戦争をしているようなもの
であり、ある種が他のすべての種に対して行
う戦争である、とまで言っている。この言説
の当否に言及することは当面留保して、ウク
ライナの地政学的戦争は「地政学的犯罪」で
あるというフォークの命題の検討に進もう。
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Ⅱ 地政学的犯罪

Ⅱ-1 地政学的犯罪の概念

地政学的犯罪（Geopolitical Crime）の概念
は、リチャード・フォークが創設したもので
ある (22)。フォークは最初に「出発のポイン
ト」を示している。すなわち「国際関係を一
般的に考えるとき、わたしちは国家中心の世
界秩序を前提にしている。」しかしフォーク
によれば、これが誤解を招くと言う。国際関
係には「法の下の平等に基づいて主権国家を
結びつける法学的システムと、権力、規模、
富、地位の不平等に基づいて支配国家を地域
的、世界的に結びつける地政学的システムが
ある。この区別は、階層的な関係と非階層的
な関係を区別するためのメタファーとして理
解される限り、法学的システムを水平に、地
政学的システムを垂直に考えることが便利で
ある」。このように述べるフォークの意図は、
「探索的かつ暫定的な精神で、『人道に対す
る罪』として適切に分類されるべきでありな
がら、現在はそう扱われていない、密接に関
連した 2 つの行動パターンを想像し定義す
る、やや包括的な提案を提示することであ
る」。フォークはこれらの「犯罪」を仮に
「地政学的戦争犯罪」・「地政学的平和犯
罪」と呼んでいる。またフォークが地政学的
犯罪の概念を提起する「目的は、世界や地域
の文脈の中で、特に戦争や戦後の『平和外
交』の文脈の中で、人々の個人的・集団的福
利に深刻な損害を与え、故意または過失でそ
れを行う指導的政府による意図的な行動パタ
ーンを特定することである。」地政学的犯罪
概念をこのように提唱することは、国際刑事
法（ICL）の志の高い規範が、たとえ主権国
家の外交によって無視されたり拒否されたり
しても、市民社会のアクターにとって意味の

あるものになりうるということである（例：
BAN条約－国連核兵器禁止条約、ニューヨ
ーク、国連総会2017）（pp. 1 - 5 ）。
「出発のポイント」に続く二つ目は「地政

学的犯罪」の定義づけであり、法学的な解明
と歴史的な実例が示される。
例えば、第二次世界大戦の遂行に伴う「戦

争と平和の地政学的犯罪」や、戦後確立され
た平和の条件、特にニュルンベルク裁判や東
京裁判のあいまいな遺産についても簡単に言
及する。また、パレスチナの人々の苦難と、
⾧い間対立してきた 2 つの民族のそれぞれ
の権利に基づく持続可能な平和を数十年にわ
たって見出すことができなかったことについ
て、重大な無自覚の責任を負っている国連の
初期の取り組みも挙げる(p. 9 )。
フォークは言っている。ニュルンベルク裁

判は、法の下の平等に基づいて主権国家を結
びつける「法理論」を尊重するあまり、「最
も体系的で大規模な大量虐殺であるホロコー
ストの犯罪性を直接取り上げることはなかっ
た。スターリンとチャーチルが、裁判という
儀式を経ずにナチスの戦争犯罪者を処刑する
ことを支持したことは記憶に新しい。アメリ
カの見解は優勢であったが、法学的に大きな
代償を払うことになった」。
フォークは、さらに言っている。「欧州戦

域の後期における連合軍の対独戦術の展開に
おいて、戦略爆撃から飽和爆撃 saturation

bombardment へと展開した。日本のケースと
の関連では、戦争における双方に説明責任の
法的基準を適用することを拒否したことが、
将来のために原爆を合法化するという重大な
副作用をもたらし、核兵器の合法化の舞台を
整えたのである。(核兵器は地政学的には合
法であるが、法律的には非合法とされている。
国際司法裁判所、勧告的意見、1996年参
照)」。
この戦争犯罪アプローチの不幸な副産物は、

NPT（核不拡散条約）アプローチによってさ
らに歪められたとフォークは言っている。
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「このアプローチでは、核兵器国は保有、配
備、威嚇、使用を許されるが、他の主権国家
にはそのオプションを否定しているのである。
(何十年もかけて軍縮を待った結果、非核保
有国や市民社会の忍耐が切れ始めた。国連核
兵器禁止条約2017、核兵器廃絶国際キャン
ペーン［ICAN］ノーベル平和賞2017反対運
動；第二次世界大戦の地政学的犯罪参照)」。
この意味で、NPTのアプローチは、現在北朝
鮮とイランとの戦争を脅かす地政学的な実施
体制によって補完され、世界秩序の非常に危
険な特徴に地政学的な支持を与えているので
ある(pp. 9 -13）。
3 つ目は、世界大戦の平和外交が生んだ

地政学的犯罪のことである。「第一次、第二
次世界大戦の地政学的犯罪は、戦争が『平和
外交』、すなわち銃声が消えた後に敗戦国に
課せられた取り決めを含むと拡大解釈された
ものであることが指摘されている。基本的な
主張は、意図的に間違った外交は、罪のない
人々やその社会に多大な苦しみを与える責任
がある場合、説明責任を果たすべきというも
のである。具体的には、ICCの活動を規定す
るローマ規程（1998年国連総会）第 7 条の
「人道に対する罪」に、「地政学的犯罪」を
くわえることが望ましいという主張である
(pp.13-17)(23)。
これから地政学犯罪の概念を第２のウクラ

イナ戦争に適用することになる。

Ⅱ-2 この地政学的戦争は「地政学的犯
罪」である(24)

フォークは、ニュルンベルク裁判の検事で
あったロバート・ジャクソンとテルフォー
ド・テイラーのように、ニュルンベルク原則
は勝者にも敗者にも同様に適用されなければ
ならないと考えている(25)。フォークは、彼の
自伝である『公共の知識人』（Public Intellec-

tual：2021)(26)において、非合法な政府活動
をチェックする市民社会の正当な役割を肯定

している。そして、法的義務とまではいかな
くても、少なくとも、非合法と合理的に認識
される戦争に反対して非暴力的に行動する法
的権利はある（p.413）と書いている。また
フォークは、「核至上主義」（Nuclearism：pp.
415-417)(27)や「地政学的犯罪」など多くの新
しい用語を作り出した。これらの犯罪は一定
の条件の下で人道に対する罪として訴追され
るべきものであるとしている（pp.423-425）
(28)。
ここで、「地政学的犯罪」論から 3 つの命

題をとりあげてコメントをくわえる。「国際
犯罪に対する説明責任」、「説明責任の二重
基準」、「平和運動の目標」である。

フォークは、
次のように書きだしている。ウクライナで残
虐行為が行われたことは間違いない。一見、
ロシアの攻撃部隊によるものだが、それだけ
ではない。しかし、国際犯罪に対する説明責
任（アカウンタビリティ）に関しては、世界
は極めて不完全である。2020年に国際刑事
裁判所（ICC）が、占領下のパレスチナでイ
スラエルが犯したとされる犯罪を調査する権
限があると認めたとき、その調査が法的専門
性の最高水準を満たすことを確認するために
苦心の末に、この決定はイスラエルの首相に
よって「純粋な反ユダヤ主義」と呼ばれ、あ
らゆる政治的スペクトルのイスラエルの指導
者によって反抗的に拒否されたのである。同
様に、アフガニスタンでの米国による犯罪を
調査する権限がICCから与えられたとき、米
国はICCの運営を規定するローマ規程の締約
国ではないため、その決定は無効であり、不
当であると非難した。トランプ大統領は、
ICC 検察官が職務を尊重し、司法慣例に則っ
ているにもかかわらず、あえて米国に楯突い
たとして、個人制裁を科すという暴挙に出た
のである（パラグラフ 1 ）。
国際犯罪に対する説明責任に関して世界は

極めて不完全である現状を、フォークは的確
に記述している。
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続いて、次のよう
に言う。すなわち、このような背景から、一
方では明確な犯罪性を、他方では純粋な地政
学的な偽善を前にしたとき、典型的なリベラ
ルの苦悩がある。第二次世界大戦後、日本の
都市への原子爆弾投下やドイツと日本の民間
居住地への戦略爆撃を調査する気風がなかっ
たために、勝者の犯罪性を見過ごす「法的」
コストをかけて、生き残ったドイツと日本の
政治指導者や軍司令官を訴追することは望ま
しいことだったのだろうか。フォークは、グ
ローバルな法の支配を発展させるという観点
と、法の拘束を尊重させるという観点から、
どちらが良いのか確信が持てない。法の本質
は対等に扱うことだが、世界秩序はそうなっ
ていない。示唆されているように、大きな戦
争では敗者の指導者に説明責任を課す「勝者
の正義」があるが、地政学的勝者の犯罪には
全く説明責任を果たさないのである(29)。
法の本質は犯罪を対等に扱うことだが、世

界秩序は地政学的勝者の犯罪には全く説明責
任を果たさない。フォークは、このことを正
当に告発している。
フォークは、さらに続ける。国連憲章は、

第二次世界大戦の勝者に無条件の拒否権を与
えることによって、地政学的な免責に憲法上
の地位を与える形で起草されており、これに
はもちろんロシアも含まれる。これらの点で、
自由主義は地政学的な現実主義に従順であり、
合法性の一方的な押し付けを称賛している。
将来は状況が変わり、次の勝者グループが敗
者に課されるのと同じ法的責任基準を自ら受
け入れるだろうというナイーブな希望を持っ
ている(30)。
しかしフォークは言う。ニュルンベルク事

件後の記録を見ると、地政学的な行為者は、
戦争への訴えの抑制を義務ではなく、裁量の
問題として扱い続けている（2003年に体制
を変えるためのイラク攻撃と占領に着手する
議論の過程で、アメリカのリベラル派が「選
択戦争」と呼んだもの）。説明責任に関して

言えば、イラクへの侵略戦争をきっかけに、
サダム・フセインが戦争犯罪者として皮肉に
も処刑されたことに示されるように、二重基
準はいまだに機能している(パラグラフ 2 )(31)。
ニュルンベルク事件後の記録を読んで、二

重基準はいまだに機能していると、フォーク
は説得力のある告発をしている。

フォークは結論として、
「なぜウクライナなのか」という問いに答え
ている。すなわち、逆レイシズム、道徳的偽
善、西欧の物語統制という標準的な答えは間
違ってはいないが、ウクライナの苦しみの直
接的原因ではない。しかし別の観点から見れ
ば、あのひどい伝統的戦争よりも危険で破壊
的な地政学的戦争を含めなければ、著しく不
完全なものでしかない。
こう述べてフォークは、さらに続ける。こ

の第二の戦争は、特定されることはほとんど
なく、ましてや評価されることもない。武器
商人、紛争後の建設会社、民間人や軍服を着
た軍人が歓喜する一方で、世界中の何千万人
もの民間人の福利を無責任に脅かしているの
である。挑発的な言い方をすれば、わたしは
今こそ平和運動が、米国がこの地政学的戦争
に負けるように仕向けるべき時だと思う。勝
つために、それを維持することさえ、重大な
「地政学的犯罪」を構成するであろう（パラ
グラフ 9 )(32)。
ここでフォークが提起している次の命題は

決定的に重要だと、わたしは考える。「今こ
そ平和運動が、米国がこの地政学的戦争に負
けるように仕向けるべき時だと思う。勝つた
めに、それを維持することさえ、重大な『地
政学的犯罪』を構成する」。そしてグローバ
ルな平和運動が立ち上がるとすれば、少なく
ともこれら 2 つの命題をしっかり受け止め
て議論し、熟議の成果を行動に活かすべきだ
ということである。
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Ⅱ-3 法規範論理と地政学論理

ここで次の 3 つの命題をとりあげてコメ
ントをくわえる。「ウェストファリアの論理
と地政学的な慎重さ」、「国連のアドホック
国際刑事裁判所」、「一極的地政学への非

難」である。

フォークによると、国際関係の領域にお
ける規範的権威の源泉は一つではなく、少な
くとも二つ存在する。一つは、1648年のウ
ェストファリア条約で主権国家に平等を認め
た、近代国家システムの起源に由来する基本
的な考え方である。そして、国際法の制約か
ら解放され、自らの行動に対して免責を享受
している少数の国家を規制する、ほとんど文
書化されておらず、ほとんど語られていない
第二の規範的権威の源泉が存在する。これら
の国家は拒否権を与えられており、その中に
は、自らの行為に責任を負わないという付加
的な裁量を求める国家が含まれている。
フォークは、さらに続ける。このような権

力と国家優位への偏向は、最も必要と思われ
るところで法の忠実性を損ない、核武装した
世界において平和を維持するための基本的な
欠陥となってきた。しかし、地政学には、国
際法そのものと同様に、地政学的行為者に一
定の制限を課すように設計された規範秩序が
あり、責任を持って適用されれば公益に資す
るものである。クインシー研究所は、「責任
ある国家運営」を積極的に強調することで、
国際関係のこの重要な特徴を認識している。
これは、フォークが「地政学的慎重さ」を求
めるのとほぼ同じ意味である(33)。
考えてみると、基本的には近代主権国家の

平等を認めた国際法があるが、しかし国際法
の制約から解放された少数の国家があり拒否
権を与えられていること、その中には、自ら

の行為に責任を負わないという付加的な裁量
を求める国家が含まれていること、このこと
を初めて知った。そしてさらに、この法規範
に対して、フォークによると「地政学的な慎
重さ」が存在すること、また地政学には、地
政学的行為者に一定の制限を課す規範秩序が
あり、責任を持って適用されれば公益に資す
るものであることも、初めて知ったしだいで
ある。
次に取り上げるのは、地政学的犯罪の論理

的考察に資する「国連のアドホック国際刑事
裁判所」、および「一極的地政学への非難」
である。

フォ
ークによると、確かに国際法は、そのルール
の形成や解釈、不平等な実施において地政学
的な影響を受けており、入植者植民地主義を
正当化するなど、多くの危機的状況において
正義や公序良俗に奉仕することからさえもか
け離れている［Noura Erakat, Justice for

Some: Law and the Question of Palestine(201
9)参照）］。しかし、非防衛的武力行使の禁止
と戦争犯罪の説明責任に関しては、主要な地
政学的行為者とその特別な友人によって侵害
されない限り、規範を維持しようと努めてき
た。国連が設置した旧ユーゴのアドホック国
際刑事裁判所は、ニュルンベルク裁判や東京
裁判のように勝者と敗者を区別せず、それど
ころか、2003年のイラク戦争における米英
の侵略犯罪を無視してサダム・フセインに死
刑判決を下したイラク最高刑事裁判所（200
5-06年）も同様であった(34)。
これらは、地政学的な慎重さの実例かもし

れない。
フォークによる

と、しかしながら、ウクライナ戦争に関連し
て、ロシアは、侵略戦争の禁止に対する明白
な違反とウクライナの戦闘区域での戦争犯罪、
そして、以下のことを示唆したことで非難さ
れるべきである。自国の重要な利益が脅かさ
れた場合、核兵器に頼ることも辞さないとい
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う意思を示したことである。米国は、プーチ
ンの悪者化の継続、停戦と平和外交の提唱の
不在、エスカレーションのリスク、特に核の
危険に関連した不注意、冷戦後に出現した一
極的地政学への戦略的コミットメントの一環
としてウクライナ危機を全体的に操作するこ
とを非難されるべきである(35)。
わたしの理解では、以上で述べた主要なテ

ーマは、一方では法（ウェストファリア論
理）に由来する規範論理と、他方ではパワ
ー・ポリティクス（地政学論理）に由来する
規範論理と、これら両者の対抗関係はいかな
るものであるか、ということかと読める。と
すれば、冷戦後に出現した一極的地政学への
非難については了解できる。ただしフォーク
曰く。法の規制誘導は合意と解釈に由来し、
パワー・ポリティクスのそれは現代の状況下
では国際法の自発的遵守を伴うべきであり、
つまり核時代には法と地政学が規制合理性へ
のコミットメントにおいてしばしば収斂する、
と。ここに言う、「しばしば収斂する」こと
は、いかなる条件のもとで成就するのか、次
の「市民社会の法廷」の章において考えつづ
けることにしたい。

Ⅲ 市民社会の法廷

Ⅲ-1 ウクライナ民衆法廷

ここでは、次の 3 つの命題をとりあげて
コメントをくわえる。「危機に対応する規範
の空白」、「ウクライナ戦争法廷」、「平和の
シナリオ実現を目指して」である。

フォークは、
2022年 5 月 7 日の論稿で言っている。今こ
そ市民社会のイニシアチブが、―実際に種
の生存見通しさえ危険にさらしている悲惨な
グローバル対立に対抗しなければならない時

が来た。フォークは、これはウクライナを含
め、敵対的な地政学的プロパガンダの主な発
信者である米国政府、ひいては米国人にとっ
ても、基本的に欺瞞的で潜在的に危険なイメ
ージであると思う。―平和志向のアプロー
チが無力であることも明らかになった。国連
は地政学的なコンセンサスから独立して行動
できないし、また政府間でも、地政学的な矛
盾を抱えた最強の国家による危険な動きを前
にして、人類の利益を守ることができない
（パラグラフ 4 ）。そしてフォークによれば、
現在、ウクライナ危機への対応には規範の空
白がある。このため、国境を越えた市民社会
は、行動する責任を果たすための最後の、そ
して最善の希望として残されている。実際に、
手遅れになる前に平和のシナリオを実現する
ために、世界舞台の正式な政治主体を激励す
る機会を掴んでいるのである(パラグラフ
7 )(36)。
フォークが示す次の現状認識によって、わ

たしは大いに啓発されている。すなわち、こ
の地政学的戦争は、世界の安全保障が一極集
中か多極化かをめぐる米国、ロシア、中国間
の争いに影響を与えること。そして地政学的
戦争におけるバイデンの戦術の扇動性、特に
「勝利のシナリオ」の是認が、核兵器が使用
される危険性を高めるなど、危険を増幅させ
るという証拠が増えていること、これである。

フォークによれば、
現在、政府間で作成された国際法は、驚くな
かれ、地政学的な悪事を犯罪として取り締ま
ることができない。近代史を通じて、地政学
的行為者は国際法の主要な立役者であり、よ
り一般的には国益とともに自分たちの行動の
自由を守ることに警戒心を抱いてきたからで
ある。このような根拠から、米国とロシアの
地政学的戦争をウクライナ戦争法廷の権限の
範囲内に収めるために、「地政学的犯罪」と
いう概念を市民社会が支持することは正当化
される(パラグラフ12）。
この提案は、第一に、ウクライナの 3 つ
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の戦争の訴追と遂行において、何も直接的な
行動を変えないという意味で、その効果が実
質的というより象徴的に登録される事業であ
る。だが象徴的な場は、人々のコミットメン
トによってパワーバランスを変化させ、時と
ともに物質的利害の影響をも変化させる。奴
隷制、人種差別、家父⾧制に対する闘争は、
それぞれこのような力学を顕在化させている
と、フォークはまさしく指摘している。

フォーク
は最後に、世界中の読者が「ウクライナ民衆
法廷」を実現させるために十分な動機を感じ
てくれることを願っている。そして読者は、
「勝利のシナリオ」に挑戦する「平和のシナ
リオ」の構築に寄与するものと考えていただ
きたい(パラグラフ15)。
ウクライナ戦争という名目で行われている

地政学的戦争は、「代理戦争」と表現されて
いるものとは異なり、はるかに危険であると
フォークは主張している。したがって必要な
のは、市民社会が危機感を持って、「平和の
シナリオ」をその性格をできるだけ具体化し
てフレーム化することである。わたしは、市
民社会法廷の設立提案が市民運動によって理
解されて、真摯に受容されることを切望する
者である。

Ⅲ-2 グローバルな市民社会の役割

ここでは「米国は世界支配の追及を放棄せ
よ」と「新しい地政学に向けて」、この 2 つ
の命題をとりあげる。

フォ
ークは2001年、ブッシュJrが宣言した「テロ
との戦争」に対して、以下のように書いた。
すなわち、市民社会は、通常、グローバル・
デモクラシーのコスモポリタンなビジョンに
突き動かされているが、一方で、そのような
用語の使用を控える人々は、通常、現実主義
的な地政学を信奉している。では、米国の大

規模な軍事的対応は、9・11のテロを計画し
た政治的過激派にどの程度戦術を変更させる
ことになったのだろうか。サダム・フセイン
政権の崩壊以来、アメリカのイラク占領に対
する敵対的な抵抗は、ワシントンにおける戦
争と政権交代への依存をどの程度まで再考さ
せたのだろうか(37)。このように設定された問
題に対する、シナリオＩは、グローバルな安
全保障のためのネオコン・プロジェクトであ
る。またシナリオⅡは、グローバリゼーショ
ン、ガバナンス、グローバルな安全保障であ
る(38)。
しかしながら、フォークによると、第Ⅲの

シナリオは、これら 2 つのシナリオとは根
本的に異なる。米国が世界支配の追求を放棄
することを必要とする。それは、現在のよう
にハードパワー戦術に依存するか、あるいは
1990年代のように、経済主義的世界観を実
現する過程でソフトパワーを大幅に活用する
か、これら 2 つは別として成立するのであ
る。
フォークは、次のように言った。この第Ⅲ

のシナリオを実現するには、グローバルな市
民社会の力が、世界秩序に対するウェストフ
ァリア的・新自由主義的アプローチに対する
現在の信頼度を揺るがすほどに世論を変え、
現在の道を進むほど危険であるとは思われな
い首尾一貫した代替案を示すことによって、
それを実現できるかが鍵となる。このような
展望をより達成しやすくしているのは、古い
地政学が一連の自己破壊的な行き詰まりを経
験し、新しい地政学の解明が、現在の傾向に
怯え、不満を感じている世界中の個人の政治
的・道徳的想像力を刺激し始める可能性であ
る(39)。
ここで新しい地政学の解明の重要な意義が

指摘されている。
フォークは、い

まから10年をさかのぼる2012年 8 月15日の
論稿「新しい地政学に向けて」(40) において、
次のように書いた。そもそも、国連はその発
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足当初から旧地政学を反映した憲法上の存在
であり、総会は主権平等の論理に従って組織
され、安全保障理事会は 5 つの常任理事国
に与えられた拒否権によって不平等を組み込
んでいた。ちなみに、この常任理事国は第二
次世界大戦の主要な勝者とみなされたために
この地位を獲得した。これらの国は、ハード
パワーの新しいリトマス試験、すなわち、核
兵器を保有し、貯蔵する最初の 5 カ国とな
ることによって、その地位を正当化した。旧
地政学は、戦場での勝利、他国に比べて優れ
た武器と軍事能力、戦争遂行能力を示す主要
な指標としての工業化レベルといった、戦争
の諸原則を中心に構築されていた(パラグラ
フ 2 )。
ここでは、新しい地政学がとって代わるべ

き旧地政学の特質を示している。
次にフォークは、事実上、我々は新地政学

の 2 つのモデルを持つことになると書いた。
すなわち、最小限のモデルとは、脱西洋的で、
より包括的で、地位と影響力のソフトパワー
基準への依存度が高く、非暴力的地政学への
傾向を持つ国家中心の世界秩序が持続するこ
とを想定しているが、同時に、少数の国家主
体が支配し続け、新自由主義グローバリゼー
ションの処方と価値に反応するままである。
これに対して最大モデルは、非暴力的な地政
学に依拠した制度と実践に専念し、段階的に
グローバル・デモクラシーを確立する一方、
人と地球を第一に考え、公的資源の配分に関
して最も脆弱で奪われやすい人々に公平な優
先権を与えることによって、持続可能な開発
に関して経済のグローバル化を再方向付ける
ものである。(パラグラフ12)
ここで、少数の国家中心の世界秩序が新自

由主義を持続する最小限のモデルと、グロー
バル・デモクラシーを確立し、持続可能な開
発に関して経済のグローバル化を再方向付け
る最大モデル、新地政学の 2 つのモデルが
提示されている。
さらにフォークは、次のように述べた。現

在のところ、新地政学がその主要な変種のい
ずれであれ、すぐに旧地政学に取って代わる
という兆候はないが、21世紀初頭において
安全と発展を維持するためのこれら 2 つの
主要な様式の間の緊張が鋭くなっていること
を示す証拠は数多く存在する。……新地政学
の領域では、社会的・経済的不公平に目をつ
ぶった最小主義者の再編成と、グローバル・
デモクラシーへの⾧征を主張する最大主義者
のトランスナショナルな動員力不足が並行し
て緊張を高めると思われる(パラグラフ18)。
中国のことわざは、「面白い時代に生きる

のは呪いだ」という冷ややかな注意を喚起し
ている点で正しい。だがしかしと、フォーク
は言う。戦争に関する歴史的経験の変化、大
きな生態学的危険の感覚の高まり、グローバ
ルな正義の議題への執着の強さを考えると、
もしかしたら今回だけは、現代の魅力が「恵
み」であることが判明するかもしれない。こ
のフォークの言説がまったく正しいか否かは、
現時点では決めかねるとはいえ、わたしは特
別の感慨を以てこの言説を受け止めているの
である。

Ⅲ-3 結語 晩年の仕事から

リチャード・フォークの晩年の仕事を、要
点と市民巡礼者とう 2 つの点で特徴づけて
おきたい。

まずは「ウクライナ戦争」にかか
わる言説である。「あらゆる手段で殺戮を止
める」こと、同時に米国とNATOを主体とす
る第 2 レベルの「地政学的戦争を無条件に
否定する」こと、これである。二つめは、こ
の地政学的戦争は「地政学的犯罪」であるこ
とを論証した点である。三つめは、米国は世
界支配の追求を放棄せよという言説である。

フォークは「市民巡礼者」
と称する役割で、学術的な研究と政治的な活
動を結びつけることを目指した。すなわち、
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市民巡礼者の本質的な探求は、望ましい、し
かし起こりそうもない社会運動を成功させる
方法を発見することである。奴隷制、植民地
主義、人種差別、家父⾧制に反対する運動は
その一例である。フォークの最大の関心事は、
社会制度としての戦争と侵略に反対する廃絶
運動を促進することであり、それは、すべて
の人々の基本的ニーズを保証し、環境を保護
し、文化の多様性の不安定な資源を侵害する
ことなくすべての個人と集団の基本的人権を
保護し、社会間紛争の非暴力的解決に向けて
取り組む新しい世界秩序を徐々に構築するこ
とを意味している(41)。
このことに言及してさしあたり本稿を閉じ

るが、別に機会があれば本稿を敷衍すること
にしたい。

補説

2022年10月25日、フォークは、ウクライ
ナの戦争は進化しており、外交を軽視し勝利
を求める、その結果、核時代の戦争を煽る地
政学は、種の存続を危うくすると書いた(42)。
曰く。ウクライナに関連するNATOの対応

の激しさは、米国がロシアに対して、また間
接的に中国に対して行っている無責任で素人
的な地政学的戦争と危険なほど密接に絡み合
っている。それは冷戦後の世界秩序の構造と
プロセスに大きな影響を与える可能性があり、
さらに、世界的ライバルとして中国が台頭し
てきたことによって複雑化している。このよ
うな地政学的な戦争は、未知の歴史的条件の
もとで進行している。
また曰く。1945年にソ連、米国、英国が

締結したヨーロッパの将来に関するヤルタ協
定は、その勢力圏を明確に確認することを前
提としていた。冷戦が、広島と⾧崎の人々と
都市を黙示録的に破壊した原爆よりもはるか
に強力な核兵器で戦う第三次世界大戦という
大惨事にならずに済んだことは、振り返って
みれば、その適用がいかに不愉快なものであ
っても、一定の評価に値する。このような国

境地帯の国々の危うい主権は、国際関係の歴
史を通じて、いわゆる大国がしばしば主張し
た悲劇的な特権、特にモンロー・ドクトリン
とその延⾧線上にある米国の特権を説明する
ものである。この意味で、ウクライナはメキ
シコ、ひいてはラテンアメリカ全体と同じよ
うに、⾧く許されない立場に置かれているの
である。
なお曰く。ヨーロッパへのガスパイプライ

ン Nord Stream 1＆2 の妨害行為がなされた。
これは当初は米国によってロシアに起因する
と不可解にもそう言われたが、後に「テロ」
戦術による戦争拡大の一環であると多少なり
とも認められるようになった。この国家テロ
の最新の表現は、10月 7 日のクリミアとロ
シアを結ぶ戦略的なケルチ海峡橋の自爆テロ
である。このように戦闘地域と戦術をウクラ
イナ領土外にまで拡大することは、CIAの指
紋を含み、決定的な勝利のために全力を尽く
すというウクライナの決意を後押しするよう
に設計されているようで、米国が責任ある妥
協の地政学に対して相変わらず無関心である
という紛れもないシグナルをプーチンに送っ
ているのだ。
ウクライナと世界の犠牲の上に、ワシント

ンの地政学的日和見主義は潜んでおり、それ
が地政学的犯罪であることを、フォークは主
張し続けている(43)。

＊凡例＝Richard Falk blog: Richard Falk, Global Jus-

tice in the 21st Century. ＜https://richardfalk.org/

author/richardfalk＞

＊＊本稿の校正作業を北井弘氏がやってくださった

ことに謝意を表する。
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